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財 

務 

省
、
文
部
科
学
省
、 

○
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
告
示
第
二
号 

 

経
済
産
業
省
、
環 

境 

省 

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九

十
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関

す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
基
本
的
事
項
（
平
成
十
五
年
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産

省
・
経
済
水
産
省
・
環
境
省
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規

制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
八
号
）
の
施

行
の
日
か
ら
適
用
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
四
日 

財
務
大
臣 

麻
生 

太
郎 

 
 

 

文
部
科
学
大
臣 

林 
 

芳
正 

 
 

厚
生
労
働
大
臣 

加
藤 

勝
信 
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農
林
水
産
大
臣 

齋
藤 

 

健 
 

 

経
済
産
業
大
臣 

世
耕 

弘
成 

 
 

環
境
大
臣 

中
川 

雅
治 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 

現
代
の
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
急
速
に
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
現
代
の
バ

イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
生
物
の
多
様
性
に
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
悪
影
響
に
つ

い
て
の
懸
念
が
増
大
し
て
お
り
、
安
全
上
の
措
置
が
十
分
に
執
ら
れ
た
上
で
開

発
さ
れ
及
び
利
用
さ
れ
る
な
ら
ば
現
代
の
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
人
類
の
福

祉
に
と
っ
て
多
大
な
可
能
性
を
有
す
る
と
の
認
識
の
下
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物

現
代
の
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
急
速
に
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
現
代
の
バ

イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
生
物
の
多
様
性
に
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
悪
影
響
に
つ

い
て
の
懸
念
が
増
大
し
て
お
り
、
安
全
上
の
措
置
が
十
分
に
執
ら
れ
た
上
で
開

発
さ
れ
及
び
利
用
さ
れ
る
な
ら
ば
現
代
の
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
人
類
の
福

祉
に
と
っ
て
多
大
な
可
能
性
を
有
す
る
と
の
認
識
の
下
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
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等
に
関
し
、
特
に
国
境
を
越
え
る
移
動
に
着
目
し
た
国
際
的
な
枠
組
み
が
必
要

と
さ
れ
、
平
成
十
二
年
一
月
に
生
物
の
多
様
性
に
関
す
る
条
約
の
バ
イ
オ
セ
ー

フ
テ
ィ
に
関
す
る
カ
ル
タ
ヘ
ナ
議
定
書
（
以
下
「
議
定
書
」
と
い
う
。
）
が
採

択
さ
れ
た
。 

 

我
が
国
で
は
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
に
つ
い
て
、
文
部
科
学
省

、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
及
び
経
済
産
業
省
が
そ
れ
ぞ
れ
策
定
し
た
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
運
用
が
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
遺
伝
子
組
換

え
生
物
等
に
よ
る
生
物
多
様
性
影
響
の
防
止
に
向
け
た
国
際
的
な
取
組
の
重
要

性
に
か
ん
が
み
、
議
定
書
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確

保
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
を
制
定
し
た
。 

ま
た
、
議
定
書
第
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の

国
境
を
越
え
る
移
動
か
ら
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
の
責
任
及
び
救
済
の
分
野
に

お
け
る
国
際
的
な
規
則
及
び
手
続
を
規
定
す
る
、
バ
イ
オ
セ
ー
フ
テ
ィ
に
関
す

る
カ
ル
タ
ヘ
ナ
議
定
書
の
責
任
及
び
救
済
に
関
す
る
名
古
屋
・
ク
ア
ラ
ル
ン
プ

ー
ル
補
足
議
定
書
（
以
下
「
補
足
議
定
書
」
と
い
う
。
）
が
、
平
成
二
十
二
年

十
月
に
採
択
さ
れ
た
。 

我
が
国
で
は
、
法
の
規
定
に
基
づ
き
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
に
係

る
生
物
多
様
性
影
響
の
防
止
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
遺
伝
子
組
換

え
生
物
等
に
係
る
責
任
及
び
救
済
の
分
野
に
お
け
る
国
際
的
な
取
組
の
重
要
性

に
鑑
み
、
補
足
議
定
書
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
遺

伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す

等
に
関
し
、
特
に
国
境
を
越
え
る
移
動
に
着
目
し
た
国
際
的
な
枠
組
み
が
必
要

と
さ
れ
、
平
成
十
二
年
一
月
に
生
物
の
多
様
性
に
関
す
る
条
約
の
バ
イ
オ
セ
ー

フ
テ
ィ
に
関
す
る
カ
ル
タ
ヘ
ナ
議
定
書
（
以
下
「
議
定
書
」
と
い
う
。
）
が
採

択
さ
れ
た
。 

 

我
が
国
で
は
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
に
つ
い
て
、
文
部
科
学
省

、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
及
び
経
済
産
業
省
が
そ
れ
ぞ
れ
策
定
し
た
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
運
用
が
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
遺
伝
子
組
換

え
生
物
等
に
よ
る
生
物
多
様
性
影
響
の
防
止
に
向
け
た
国
際
的
な
取
組
の
重
要

性
に
か
ん
が
み
、
議
定
書
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確

保
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
を
制
定
し
た
。 

（
新
規
） 
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る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
八
号
）
を
制
定

し
た
。 

本
事
項
は
、
法
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
定
書
及
び
補
足
議
定
書
の
的

確
か
つ
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。 

第
一
～
第
三 

（
略
） 

第
四 

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
に
よ
り
生
ず
る
影
響
で
あ
っ
て
、
生

物
の
多
様
性
（
生
物
の
多
様
性
の
確
保
上
特
に
重
要
な
も
の
と
し
て
環
境
省

令
で
定
め
る
種
又
は
地
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
損
な
う

も
の
又
は
損
な
う
お
そ
れ
の
著
し
い
も
の
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
影

響
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
に
係
る
損
害
の
回
復
を
図
る
た
め
の
施
策
の
実
施

に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

法
第
十
条
第
三
項
、
第
十
四
条
第
三
項
又
は
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
く
、
法
の
規
定
に
違
反
し
て
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
が
な

さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
な
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の

使
用
等
に
よ
り
生
ず
る
影
響
で
あ
っ
て
、
生
物
の
多
様
性
を
損
な
う
も
の
又

は
損
な
う
お
そ
れ
の
著
し
い
も
の
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
影
響
に
よ

る
生
物
の
多
様
性
に
係
る
損
害
の
回
復
を
図
る
た
め
の
施
策
の
実
施
に
当
た

っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。 

１ 

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
に
よ
り
生
ず
る
影
響
に
よ
る
生
物
の

多
様
性
に
係
る
損
害
の
回
復
を
図
る
た
め
の
措
置
命
令
の
要
件
に
関
す
る

事
項 

(1) 

「
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
に
よ
り
生
ず
る
影
響
」
の
認
定 

  

本
事
項
は
、
法
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
定
書
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実

施
を
図
る
た
め
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。 

第
一
～
第
三 

（
略
） 

（
新
規
） 
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環
境
大
臣
は
、
「
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
に
よ
り
生
ず
る

影
響
」
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
と

生
じ
た
影
響
と
の
間
に
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
及
び
遺
伝
子
組

換
え
生
物
等
の
遺
伝
子
の
組
換
え
に
よ
り
、
競
合
に
お
け
る
優
位
性
、

有
害
物
質
の
産
生
性
、
捕
食
性
、
寄
生
性
、
交
雑
性
そ
の
他
の
性
質
の

変
化
が
生
じ
た
こ
と
に
起
因
し
て
当
該
影
響
が
生
じ
た
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
に
よ
り
判
断
す
る
こ
と
。 

(2) 

「
影
響
で
あ
っ
て
、
生
物
の
多
様
性
を
損
な
う
も
の
又
は
損
な
う
お

そ
れ
の
著
し
い
も
の
が
生
じ
た
」
こ
と
の
認
定 

環
境
大
臣
は
、
「
影
響
で
あ
っ
て
、
生
物
の
多
様
性
を
損
な
う
も
の

又
は
損
な
う
お
そ
れ
の
著
し
い
も
の
が
生
じ
た
」
こ
と
の
認
定
に
当
た

っ
て
は
、
種
又
は
地
域
の
特
性
を
考
慮
し
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の

使
用
等
に
よ
る
影
響
が
生
ず
る
前
後
の
種
又
は
地
域
の
状
態
を
比
較
し

、
野
生
動
植
物
の
種
や
個
体
群
の
相
当
程
度
の
縮
小
や
絶
滅
に
至
る
よ

う
な
状
況
等
が
生
じ
て
い
る
か
ど
う
か
を
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
こ

と
。
そ
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
種
に
つ
い
て
は
、
生
育
密
度
若
し
く

は
生
息
密
度
の
低
下
、
生
育
地
若
し
く
は
生
息
地
の
面
積
の
減
少
又
は

生
育
環
境
若
し
く
は
生
息
環
境
の
悪
化
等
が
測
定
さ
れ
、
又
は
観
察
さ

れ
る
か
ど
う
か
を
、
地
域
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
域
に
生
育
し
、
若
し

く
は
生
息
す
る
野
生
動
植
物
の
種
若
し
く
は
個
体
群
、
生
育
地
若
し
く

は
生
息
地
又
は
生
育
環
境
若
し
く
は
生
息
環
境
等
に
係
る
著
し
い
変
化

が
測
定
さ
れ
、
又
は
観
察
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
判
断
基
準
の
一
つ
と
す
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る
こ
と
。 

⑶ 

「
法
の
規
定
に
違
反
し
て
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
が
な
さ

れ
て
い
る
」
こ
と
又
は
「
な
さ
れ
た
」
こ
と
の
認
定 

環
境
大
臣
は
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
が
法
の
規
定
に
違

反
し
て
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
を
個
別
具
体
的
に
判
断
し
て
「
法
の
規
定

に
違
反
し
て
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
が
な
さ
れ
て
い
る
」
こ

と
又
は
「
な
さ
れ
た
」
こ
と
を
認
定
す
る
こ
と
。 

２ 

損
害
の
回
復
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
内
容
に
関
す
る
事
項 

環
境
大
臣
は
、
「
影
響
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
に
係
る
損
害
の
回
復
を

図
る
た
め
必
要
な
措
置
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
生
育
環
境
又
は
生
息
環
境

の
整
備
、
個
体
の
増
殖
そ
の
他
の
損
害
の
内
容
を
踏
ま
え
た
合
理
的
な
措

置
と
す
る
こ
と
。
措
置
の
合
理
性
に
つ
い
て
は
、
措
置
の
実
施
に
要
す
る

費
用
及
び
期
間
、
措
置
の
効
果
及
び
そ
の
程
度
、
措
置
の
実
施
に
よ
っ
て

生
じ
得
る
影
響
の
内
容
及
び
そ
の
程
度
並
び
に
命
令
を
受
け
た
者
の
帰
責

性
の
程
度
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
損
害
に
応
じ
て
個
別
具
体
的
に
判
断

す
る
。 

３ 

そ
の
他 

(1) 

主
務
大
臣
か
ら
環
境
大
臣
へ
の
情
報
提
供 

環
境
大
臣
以
外
の
主
務
大
臣
が
法
の
規
定
に
違
反
す
る
遺
伝
子
組
換

え
生
物
等
の
使
用
等
の
事
実
を
把
握
し
、
こ
の
使
用
等
に
よ
っ
て
、
遺

伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
に
よ
り
生
ず
る
影
響
で
あ
っ
て
、
生
物

の
多
様
性
を
損
な
う
も
の
又
は
損
な
う
お
そ
れ
の
著
し
い
も
の
が
生
ず
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る
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
当
該
主
務
大
臣
は
環
境
大

臣
に
対
し
て
、
速
や
か
に
当
該
事
案
に
つ
い
て
情
報
提
供
す
る
こ
と
。 

(2) 
環
境
大
臣
か
ら
主
務
大
臣
へ
の
協
議
等 

 
環
境
大
臣
は
、
法
第
三
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
主
務

大
臣
へ
の
協
議
に
当
た
っ
て
は
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十
四
条
第
三
項

又
は
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令
が
必
要
と
判
断
す

る
根
拠
等
を
示
す
こ
と
。
ま
た
、
環
境
大
臣
は
、
措
置
命
令
を
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
て
専
門
家
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
。 

 
 


